
政令指定都市を有する１５道府県の回答一覧 資料２－２
(特別区の設置に係る各政党の制度改正案に関する調査結果)

設問 問１０　各党の案に対する意見

回答対象団体 希望する団体が回答

選択肢

団体名 その他の理由 その他の理由 その他の理由 理由 その他の意見 理由 その他の場合

Ａ団体 必要あり －

役割分
担等の
自主決
定

－ － －
一般制
度とす
べき

　地域主権改革の趣
旨からも、国が地域を
限定するのではなく、
地域の実情に応じ
て、地方自治体が選
択することができる柔
軟な制度とすべきで
ある。

指定市 － ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べき

　地域の実情に応じ
た柔軟な対応を可能
とする必要があるた
め。

○ ○ ○
　①～③は連動する
ため。

その他
　調整の方法につい
ても、都と特別区で決
定する。

－

Ｂ団体 必要あり －

二重行
政解決

役割分
担等の
自主決
定

その他

より住民に身近な住民自
治を担保する必要がある
が、公選区長制などにつ
いては、法律ではなく、
各自治体の合意により
決定できるようにすべ
き。

－ －
一般制
度とす
べき

全国一律に人口要件
のみで設定するので
はなく、各地域の実情
に合わせ、自らふさわ
しい地域の形を自主
的に決定できるように
すべき。

要件な
し

－ ○ － ○ － ○ －

住民投票の実施について
は、その対象範囲も含め、
各自治体の条例で決定で
きるようにすべき。

法定化す
べき

権限配分等を自主的
に決定できる制度に
ついては、政省令で
はなく法定事項とすべ
き。

○ ○ ○

全国一律に規定する
のではなく、各地域の
実情に合わせ、自ら
ふさわしい地域の形
を自主的に決定でき
るようにすべき。

その他

広域自治体と基礎自
治体に配分された事
務の執行に支障をき
たさないよう、各自治
体で決定できる仕組
みを構築すべき。

・人口何万人以上で都区制度を導
入できる等手続的な内容がクロー
ズアップされており、地方分権・地域
主権改革を実現していく方策（大都
市制度の見直しでは、地方の自己
決定力を高める観点が重要である
ことから、法律の実施規定を包括的
に条例へ委任する一般原則・基準
を定めるなど）が足りないのではな
いか。
・また、都区制度の導入に関して、
全国一律に人口要件のみで設定す
るのではなく、各地域の実情に合わ
せ、自らふさわしい地域の形を自主
的に決定できるようにすべき。

Ｃ団体 必要あり － その他

二重行政的なものを制
度的に解決するととも
に、地域の実情に応じ
て、地域が自主的に行政
体制を選択できる制度に
すべきであるため。

－ －
一般制
度とす
べき

大都市がそれぞれの
実情に応じて行政体
制を選択できる制度
にすべきであるため。

指定市
＆人口

－ ○ － ○ － － － －
法定化す
べき

都と特別区の権限配
分等については、大
都市地域の多様性を
踏まえ、国が一律的・
画一的に決めるので
はなく、都と特別区が
自主的に決定できる
ようにすべきである
し、その旨、法定化す
ることによって、地域
の自主性を担保すべ
き。

○ ○ ○

大都市地域の現状は
多種多様であり、その
実情に応じて、都と特
別区の間で調整・決
定すべき項目につい
ては、できるだけ広く
自主的に決められる
ような制度とすべき。

その他

現行の東京都の都区
財政調整制度も含
め、地域がその実情
に応じて自主的に決
められる制度とすべ
き。

－

Ｄ団体 必要あり

　地方公共団体に適用
される行政制度につい
ては、一定の地域のみ
を対象とするような制度
ではなく、一般的な制度
とすべき。
　また、知事会において
は、地方制度調査会等
での検討状況を踏ま
え、改正内容について
議論を進めていくことが
必要。

その他

　まずは３－①に取り組
むべきであり、その上で
解決できない課題に対し
て制度改正を検討すると
いうのが基本と考える。
しかし、大阪で都市制度
が大きな争点となった選
挙において示された民意
は尊重されるべきもので
あり、その際、２－①②
③は不可分な課題であ
る。

－ －
一般制
度とす
べき

　各都市の置かれて
いる状況は千差万別
であり、地域のことは
地域で決めるという地
方分権の基本を踏ま
えれば、当該地域の
行政制度の設計に対
し地域を限定する必
要はない
　なお、住民や関係団
体の意向が反映され
る仕組みを導入する
ことを前提に一般的な
制度とすべき。

指定市
＆人口

－ ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べき

　決定に至るまでの手
順や方法は法定化す
べき。

○ ○ ○

　いずれも、地方分権
の根幹をなすもので
あるが、財政調整制
度及び税源配分につ
いては、他の地域へ
の影響を十分考慮す
べき。

その他

　地方交付税の不交
付団体においても同
様の制度（現行の都
区財政調整制度）が
上手く機能するか検
討が必要である。

「人口70万人以上」では、現在の政
令指定都市制度の単なる焼き直し
に過ぎないのではないか。
行政制度の設計に当たっては、住
民の意思が反映される仕組みを導
入することを前提に、一般的な制度
として制度化すべき。
当該地域で完結する制度とするべ
きであり、財政調整制度については
他の地域に影響が及ばないように
制度設計をすべき。

Ｅ団体 必要あり － その他

①②③が当てはまること
は当然であるが、これら
を含めて、地方が主体的
に自治のあり方を考え、
それぞれの地方にふさ
わしい大都市制度を創り
上げていくことができる
制度が必要と考える。

－ －
一般制
度とす
べき

都市の実態にあわせ
て地方が自らの自治
のあり方を考え、その
地方の発意が尊重さ
れる制度とすることが
適当。

その他

それぞれの大都
市が自らの実態
にあわせて対象
とする地域を自ら
決定できる制度と
することが適当。

－ － － － ○ －

特別区への移行について、
国への法制上の措置等の
提案、総務大臣との協議、
議会の議決、住民投票など
様々な手続きが考えられる
が、都市の実態にあわせて
地方が自らの自治のあり方
を考え、その地方の発意が
尊重される手続きとすること
が適当。

法定化す
べき

地方が主体的に自治
のあり方を考え、それ
ぞれの地方にふさわ
しい大都市制度を創
り上げていくことがで
きる制度が必要であ
り、制度の安定性を
図るためにも法定化
される必要がある。

○ ○ ○

地方が主体的に自治
のあり方を考え、それ
ぞれの地方にふさわ
しい大都市制度を創
り上げていくことがで
きる制度が必要。事
務の配分、財政調
整、税源の配分は、
いずれも大都市制度
の根幹となる重要な
要素であり、制度の安
定性を図るためにも
法定化される必要が
ある。

その他

都と特別区の間の事
務の配分、財政調
整、税源の配分の問
題は、それぞれが連
動する課題であり、当
該地域にふさわしい
大都市制度につい
て、今後、協議会等に
おいて検討していく。

各政党間協議が円滑に進み、速や
かな法案の成立を望む。

Ｆ団体 必要あり －
住民自
治

－ － －
一般制
度とす
べき

　「都制」の導入及び
「特別区」の設置につ
いては、大都市特有
の課題に対応するた
めのものであり、人口
要件以外にも人口の
集中や事業所の集
積、通勤圏など一定
の要件を課したうえ
で、住民の意思を反
映させ、地域自らが選
択できる一般的な制
度とするべき。

指定市
＆人口

－ ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べき

　都と特別区の事務
配分、財政制度等
は、基本的には法令
に定めるところによる
が、地域の自主性と
主体性を発揮するた
めに、協議等により地
域の実情を反映でき
る制度を設けるべき。

○ ○ ○

　特別区の自由度を
高めるために、事務
の配分と併せ、税源
の配分についても地
方の裁量の余地を確
保すべき。
　その際、都と特別区
の財源配分及び特別
区相互間の財源の偏
在については、適切
な財政調整制度によ
り均衡を図るべき。

現行都区財
政調整制度
と同様

－

(1)大都市制度の課題解決に期待
　現行の政令指定都市制度は、①
政令指定都市は規模が大きすぎ、
住民自治の観点から基礎自治体と
は言えないこと、②区長が公選でな
いため、災害対応時等における体
制に課題があること、③法令で明確
に役割分担が定められていない産
業振興分野などは、制度的に二重
行政の弊害が発生する可能性があ
るなどの課題がある。
　このため、区を基礎自治体に改編
し、地方自治法にも規定されている
「都制」を導入することが一つの方
向性として望ましく、各政党の都構
想に関する制度改正の検討の取組
を大いに期待している。

Ｇ団体 必要あり －

役割分
担等の
自主決
定

その他

府県域における現在の
政令市域を越えた広域
行政の調整機能を高め
ることができ、また大都
市域において住民自治
の充実が図られるため。

－ －
一般制
度とす
べき

－
指定市
＆人口

－ ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べき

－ ○ ○ － －
現行都区財
政調整制度
と同様

－ －

自由記述

①法定化すべき、②すべきで
ない

①現行都区財政調整制度と同様、②
その他

その他 未回答
事務配

分

財政調
整制度
（税源
配分を
除く）

税源配
分

理由その他の意見

①必要あり、②必要なし、③その
他

①二重行政、②自主決定、③住民
自治、④その他

①運用、②問題不発生、③大都
市なし、④その他

①限定すべき、②一般制度と
すべき

①指定市＆人口、②指定
市、③要件なし、④その他

協議会設置
の道府県及
び関係市町
村の議会の

議決

移行計画作成
の国との事前

協議

移行計画に対
する道府県及
び関係市町村
の議会の議決

関係市町村の
住民投票

問７　協議で自主決定できる
制度の法定化

全団体が回答

問８　何を法定化？

問７で「法定化すべき」とした団体が回答(複数
回答可)

問９　財政調整方法

問８で「事務配分」とした団体が回答

問４　対象を大阪等に限定す
べきか

全団体が回答

問５　対象地域の要件

問４で「一般制度とすべき」
とした団体が回答

問６　法定化すべき手続

全団体が回答(複数回答可)

問１　特別区を設置する制度の法
制化の必要性

全団体が回答

問２　必要ありの理由

問１で「必要あり」とした団体が回答

問３　必要なしの理由

問１で「必要なし」とした団体が回
答
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設問 問１０　各党の案に対する意見

回答対象団体 希望する団体が回答

選択肢

団体名 その他の理由 その他の理由 その他の理由 理由 その他の意見 理由 その他の場合

自由記述

①法定化すべき、②すべきで
ない

①現行都区財政調整制度と同様、②
その他

その他 未回答
事務配

分

財政調
整制度
（税源
配分を
除く）

税源配
分

理由その他の意見

①必要あり、②必要なし、③その
他

①二重行政、②自主決定、③住民
自治、④その他

①運用、②問題不発生、③大都
市なし、④その他

①限定すべき、②一般制度と
すべき

①指定市＆人口、②指定
市、③要件なし、④その他

協議会設置
の道府県及
び関係市町
村の議会の

議決

移行計画作成
の国との事前

協議

移行計画に対
する道府県及
び関係市町村
の議会の議決

関係市町村の
住民投票

問７　協議で自主決定できる
制度の法定化

全団体が回答

問８　何を法定化？

問７で「法定化すべき」とした団体が回答(複数
回答可)

問９　財政調整方法

問８で「事務配分」とした団体が回答

問４　対象を大阪等に限定す
べきか

全団体が回答

問５　対象地域の要件

問４で「一般制度とすべき」
とした団体が回答

問６　法定化すべき手続

全団体が回答(複数回答可)

問１　特別区を設置する制度の法
制化の必要性

全団体が回答

問２　必要ありの理由

問１で「必要あり」とした団体が回答

問３　必要なしの理由

問１で「必要なし」とした団体が回
答

Ｈ団体 必要なし － － －
運用で解
決

－
一般制
度とす
べき

地域の実情に応じて
地方自治体が選択で
きる制度とすべきであ
る。

指定市
＆人口

－ ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べきでは
ない

現行の大都市特例制
度は、一定の都市の
規模・体制に応じた
「事務配分」が行われ
ており、基本的には整
合性の取れた制度で
あると考える。また、
条例による事務処理
特例制度の活用によ
り、意欲のある市町村
には更なる権限の移
譲が可能であり、それ
ぞれの状況に応じた
基礎自治体の充実が
図られているため。

－ － － － － － －

Ｉ団体 必要なし － － － その他

地域主権の確立は都
道府県制の維持強化
ではなく、都道府県を
超えた広域の道州制
を導入した上で、基礎
自治体が自立する方
向で進めていくべきと
考えるため。

限定す
べき

地域主権の確立は都
道府県制の維持強化
ではなく、都道府県を
超えた広域の道州制
を導入した上で、基礎
自治体が自立する方
向で進めていくべきで
あり、対象となる大都
市は極力限定すべき
である。

－ － ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べき

地域の実情にあった
権限配分等を行うた
めには、極力国の関
与を減らし、当事者同
士の協議により進め
ることが望ましいた
め。ただし、外見的に
明確にする必要があ
り、その手法を検討す
ることが不可欠であ
る。

○ ○ ○

地域の実情にあった
権限配分等を行うた
めには、極力国の関
与を減らし、当事者同
士の協議により進め
ることが望ましいた
め。ただし、住民に
とって事務と税源配分
を明確にすることが重
要であり、チェック機
能が働くよう、分かり
やすいシステムを構
築することが不可欠
である。

その他

地域の実情にあった
権限配分等を行うた
めには、極力国の関
与を減らし、当事者同
士の協議により進め
ることが望ましいた
め。ただし、住民に
とって事務と税源配分
を明確にすることが重
要であり、チェック機
能が働くよう、分かり
やすいシステムを構
築することが不可欠
である。

－

Ｊ団体 その他

当団体は、大阪都構想
等の大都市制度の問題
を含め、広域自治体で
ある県と政令指定都市
の間の二重行政の実態
などについて調査検討
を行っているところであ
り、現時点で新たな特
別区設置の手法等の具
体案について判断する
ことは困難である。

－ － － － 未回答 １－２に同じ － － － － － － ○ － １－２に同じ 未回答 １－２に同じ － － － １－２に同じ － １－２に同じ －

Ｋ団体 その他

制度の内容次第であ
り，現行の大都市制度
に関して問題の生じて
いる道府県が発意に基
づいて選択的に実施で
きる制度であれば，法
律で設ける必要があ
る。

－ － － －
一般制
度とす
べき

各自治体が，その地
域に適合した制度を
選択できるようにする
ことは地方分権時代
にふさわしく，好まし
い姿だと思うことか
ら。

要件な
し

－ － － ○ － － － －
法定化す
べき

地方における権限配
分を地方自治体間の
協議により自主的に
決定できるように担保
することは，地方分権
の観点からは望まし
いと考えることから。

○ ○ ○

地方分権の観点から
は，地方自治体間の
協議により自主的に
決定できる範囲をでき
るだけ広くすることが
望ましいと考えること
から。

その他

それぞれの都におい
て適切に財源を調整
する制度を採用して
調整すべき。

特になし

Ｌ団体 その他

大都市制度について
様々な議論がされてい
るが、まずは、現在の
国・都道府県・市町村の
役割を見直し、しっかり
地方分権を進めること
が重要であり、その後、
大都市制度等につい
て、そのメリット・デメリッ
ト等を含め、議論を積み
重ねていくことが必要と
考える。

－ － － －
限定す
べき

地域の問題は、地域
の実情により地域が
判断すべきと考える
が、大都市制度につ
いては、特別区を設
けるにふさわしい大都
市に限るべきと考え
る。

－ － － － － － － ○ － 未回答 － － － － － － － －

Ｍ団体 その他

  大都市制度の在り方
や都道府県制度の見直
しの議論は尽くされてお
らず、現段階でその是
非を判断するはことでき
ない。

－ － － － 未回答 － － － － － － － － ○ － 未回答 － － － － － － －

　１で回答したとおり、現段階で法律
制定の是非を判断することはできな
いことから、他の設問には回答でき
ないが、一般論として、法律を制定
する場合には、地方の自由度を尊
重すべきである。
　また、市町村合併の進展等を踏ま
えれば、国と地方、広域自治体と基
礎自治体の役割分担を大胆に見直
しつつ、現在の都道府県を廃止し、
道州制に移行すべきと考えている
が、少なくとも、大都市制度の検討
に際しては、都道府県制度の見直
しの議論とセットでなければ、新た
な行政システムの全体像を提起す
ることはできないと考える。

2／3



設問 問１０　各党の案に対する意見

回答対象団体 希望する団体が回答

選択肢

団体名 その他の理由 その他の理由 その他の理由 理由 その他の意見 理由 その他の場合

自由記述

①法定化すべき、②すべきで
ない

①現行都区財政調整制度と同様、②
その他

その他 未回答
事務配

分

財政調
整制度
（税源
配分を
除く）

税源配
分

理由その他の意見

①必要あり、②必要なし、③その
他

①二重行政、②自主決定、③住民
自治、④その他

①運用、②問題不発生、③大都
市なし、④その他

①限定すべき、②一般制度と
すべき

①指定市＆人口、②指定
市、③要件なし、④その他

協議会設置
の道府県及
び関係市町
村の議会の

議決

移行計画作成
の国との事前

協議

移行計画に対
する道府県及
び関係市町村
の議会の議決

関係市町村の
住民投票

問７　協議で自主決定できる
制度の法定化

全団体が回答

問８　何を法定化？

問７で「法定化すべき」とした団体が回答(複数
回答可)

問９　財政調整方法

問８で「事務配分」とした団体が回答

問４　対象を大阪等に限定す
べきか

全団体が回答

問５　対象地域の要件

問４で「一般制度とすべき」
とした団体が回答

問６　法定化すべき手続

全団体が回答(複数回答可)

問１　特別区を設置する制度の法
制化の必要性

全団体が回答

問２　必要ありの理由

問１で「必要あり」とした団体が回答

問３　必要なしの理由

問１で「必要なし」とした団体が回
答

Ｎ団体 その他

○地方公共団体の人口
や経済規模はそれぞれ
に異なっており，各地域
の実情や規模等に
　応じた取組が行われ
るべきである。
○本県においては，特
別区制度の導入は想定
していないが，特別区
制度を必要と考えて
　いる地方公共団体が
選択できる制度は必要
と考える。
○また，特別区の制度
設計については，都道
府県のあり方も含め
て，しっかりとした議
　論が行われる必要が
ある。

－ － － －
一般制
度とす
べき

地方公共団体が特別
区を設置する目的や
狙いに応じて，各地域
が柔軟に選択できる
制度とすべきと考え
る。

要件な
し

－ ○ － ○ ○ － － －
法定化す
べき

地域の実情に応じた
権限配分等ができる
よう，協議により自主
的に決定できる仕組
みは必要と考える。

○ ○ ○

地域の実情に応じた
事務配分や税財政の
調整ができるよう，協
議により自主的に決
定できる仕組みは必
要と考える。

その他

各地方公共団体の実
情に応じて決定できる
仕組みとすべきと考え
る。

○今後の道州制等，新たな広域自
治体のあり方にも大きくかかわって
おり，大都市制度だけでなく，都道
府県のあり方と併せて検討する必
要がある。
○今回の制度改正が，今後，広域
自治体のあり方を検討するに当た
り，阻害する要因とならないよう，制
度設計を行う必要がある。

Ｏ団体 その他

・大都市問題について
は、県や政令指定都市
のあり方について、制
度的に抜本的な解決を
模索するよりも、むしろ
知事と市長、県庁と市
役所が密接な連携をす
ることで、相当程度の解
決が図られるものと考
える。
・また、現在各政党で検
討されている東京都以
外に特別区を設置する
制度については、都道
府県のあり方にも関わ
る問題で、国の統治の
仕組みの根幹をなす地
方自治制度そのものの
大きな変革につながる
ものであり、国の第３次
地方制度調査会等で引
き続き専門的な検討を
行う必要があると考え
る。

－ － － － 未回答

制度創設の目的等を
整理した上で、対象地
域も検討する必要が
あると考える。

－ － ○ － ○ － － － － 未回答

都と特別区の権限配
分等は、地方交付税
など国の財源調整制
度等にも大きく影響す
るため、国の第３次地
方制度調査会等での
専門的な議論が必要
であると考える。

－ － － － － － －

合計

必要あり
７

必要なし
２

その他６

二重行
政１

自主決
定３

住民自
治１

その他
５

運用１

その他
１

限定２

一般
10

未回
答３

指定
市＆
人口
５

指定
市１

要件
なし３

その
他１

10 0 11 7 3 2

法定化
すべき
１０

すべき
でない
１

未回答
４

10 10 9

都区財調
２

その他８
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